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令和５年度 第２回愛媛地方労働審議会 

 

（令和６年３月 18日） 

 

○日時 令和６年３月 18 日（月） 13 時 30 分～15時 30 分 

○場所 松山若草合同庁舎 7 階 共用大会議室 

○出席者 

【公益代表委員】 

小田委員、甲斐委員、高橋委員、長尾委員、丹羽委員、藤本委員 

【労働者代表委員】 

岡本委員、白石委員、曽我委員、中川委員、西川委員、宮﨑委員 

【使用者代表委員】 

杉野委員、土岐委員、本田委員、三原委員、渡邉委員 

【事務局】 

小宮山労働局長、山崎総務部長、渡部雇用環境・均等室長、岡本労働基準部長、 

柴川職業安定部長、石川総務課長、中村総務企画官、宮田労働保険徴収室長、 

山内監督課長、三好賃金室長、亀田健康安全課長、藤堂労災補償課長、 

和田職業安定課長、堀尾職業対策課長、濵上訓練課長、須合需給調整室長、 

園田雇用環境改善・均等推進監理官、永井雇用環境・均等室長補佐、坂本雇用環境

・均等室長補佐、高尾労働紛争調整官、杉本雇用環境・均等室企画調整主任、安部

助成金係  

 

 

◯議 事 

●園田雇用環境改善・均等推進監理官 

 それでは定刻でございますので、ただいまから令和５年度第２回愛媛地方労働審

議会を開催いたします。 

 委員の皆様、お忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。冒頭の司

会は事務局の園田が務めます。よろしくお願いいたします。 

先に、委員の皆様のお手元に配布しております資料についてご説明させていただ

きます。 

緑色の封筒を委員の皆様のところに置いてありますが、本日の配布資料が入って

おります。出席者名簿、配席図、次第が入っております。次第は郵送したものと同

じです。次に、郵送分の資料の差し替えのカラーの資料が２枚ございます。カラー

の資料は横版の本日最初に説明いたします令和５年度下期の資料。縦版が令和６年

度の行政運営方針案と差し替え資料でございます。ほか、皆様に事前送付させてい

ただきました資料はご持参いただけましたでしょうか。お忘れの方、また抜けがご

ざいましたら、議事途中でもかまいせんので、挙手をいただければ、係の者がまい

ります。 

続きまして定数報告をさせていただきます。本日は使用者側、小倉委員が欠席と

なっておりますが、全 18 名中、公益代表委員６名、労働者代表委員６名、使用者

代表委員５名の計 17 名にご出席いただいております。よって、地方労働審議会令

第８条第１項に定める定足数であります、委員全数の３分の２以上、または、労働
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者代表委員、使用者代表委員、公益代表委員の各３分の１以上の出席を満たしてお

ります。本審議会は有効であることをご報告いたします。 

 また、本審議会は愛媛地方労働審議会運営規則第５条の規定により、原則、公開

となっております。議事録につきましてもホームページ上で公開することとなって

おりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

それでは最初に、事務局を代表しまして、愛媛労働局長の小宮山からご挨拶申し

上げます。 

●小宮山労働局長 

 愛媛労働局長の小宮山です。第 12 期愛媛地方労働審議会委員の皆様におかれま

しては、日頃から愛媛労働局の行政運営につきましてひとかたならぬご理解、ご尽

力を賜っておりますこと、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。 

 また、本日、年度末の大変お忙しい中、ご出席を賜りましたことについて、重ね

て御礼を申し上げます。 

 さて、当審議会は、愛媛労働局が所管いたします業務について、ご審議をお願い

申し上げているものです。本日は令和５年度の締めくくりの会議として、主に令和

５年度下半期の愛媛労働局の重点施策の取組状況、令和６年度の愛媛労働局の行政

運営の方針、愛媛県タオル製造業最低工賃につきましてご意見をいただければと考

えております。 

 我が国は少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少という構造的な課題に直面する中、

足元では急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていないという状況でにあ

ります。愛媛労働局としては、総合労働行政機関として現下の経済情勢を踏まえて、

人手不足の克服、継続的な賃上げ、多様な働き方の実現による持続的な成長と分配

の好循環を実現するため、各種施策の推進に取り組んでいます。 

 令和６年度に向けた具体的な施策としては、本日審議をさせていただく行政運営

方針案に掲げた基本方針の３本柱に沿って推進してまいります。 

 １つ目の柱としては「最低賃金、賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者

の処遇改善」、２つ目の柱としては「リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進」、

３つ目の柱としては「多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり」という３本柱であ

ります。 

 詳細は、のちほど令和５年度下半期の取組状況と併せまして、各担当部室長から

説明をさせていただきますが、今後も社会情勢や雇用を巡る動向を注視しながら、

労働局、労働基準監督署、ハローワークが一体となって、地域や国民からの期待に

着実に応えてまいりたいと考えております。 

 本日の審議会では、委員の皆様方から忌憚なきご意見、ご指摘をいただき、それ

を基に今後の行政運営に反映させて、より良い行政を推進してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げて、私からの挨拶とさせてい

ただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

●園田雇用環境改善・均等推進監理官 

 それでは、これより進行を議長にお願いしたいと思います。審議会の議長につき

ましては、愛媛地方労働審議会条例規則第４条の規定により、会長が務めることと

なっております。それでは小田会長、よろしくお願いいたします。 

●小田議長 

 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました小田でございます。今回も進
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行を務めさせていただきたいと思います。円滑な進行にご協力いただけると幸いで

す。よろしくお願いいたします。では、座って進行させていただきます。 

 早速でございますが、議事次第の項番３に入ります。 

 議題は３つございます。まず１つ目の議題。令和５年度下半期愛媛労働局の行政

運営状況について、事務局から説明をお願いいたします。全ての説明が終わりまし

たら、一括して審議に入ります。それでは着席したままで結構ですので、説明の方

を順次お願いいたします。 

●岡本労働基準部長 

 労働基準部長の岡本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 令和５年度下半期の推進状況ということで、お手元の資料の「令和５年度第２回

愛媛地方労働審議会」という資料をご覧いただきながらお聞きいただければと思い

ます。１ページ目でございます。時間が限られておりますので、ポイントを絞って

ご説明させていただきます。 

 １ページ、第１のところでございます。５本柱の第１、「最低賃金の引上げに向

けた支援の推進等」というところで、まさに一丁目一番地で初めて賃上げのことが

トップに出ましたというようなお話をさせていただいたと思います。（１）生産性

向上に取り組みながら賃上げを図っていくための企業への支援というところでござ

いまして、業務改善助成金という助成金を活用して支援を行ってきたところでござ

いますが、制度の拡充をしたと。特に事後申請を認めるようになったことで、過去

最高の件数、利用額というところで、令和６年１月末現在が交付申請件数で243件、

交付決定が 155 件ということで、前年同期と比べて、申請件数で 2.3 倍、決定件数

で 1.7 倍増というふうに過去最高の大幅な増というところでございます。前回ご質

問いただきました、交付申請と交付決定の差というところで、今 90 件ほど差があ

ります。この差がまだ処理しきれていないというところでございまして、現在、も

う年度末を迎えておりますので、これをしっかりと処理するというような形で事務

処理を進めているというところでございます。 

 「（２）最低賃金制度の適切な運営」というところですが、右側の下半期の取組

のところを見ていただければと思いますが、記載とおりでございまして、12 月 25

日に４つの特定最賃、いわゆる産業別最低賃金が発効されましたので、これの周知

と、もうひとつは地域別最賃につきましては、発効から３か月経過したところとい

うところで、第４四半期に重点的な現在、監督指導を行っているところでございま

す。 

 続きまして（３）同一労働同一賃金に関する徹底というところでございまして、

こちらにつきましては、雇用均等室等、監督部署が連携して取組を進めているとい

うところでございまして、こちらのほうも下半期の取組のところを見ていただいた

らと思うんですが、記載のとおりでございます。 

 法律に基づく報告徴収につきましては、年間 175 件という目標に対しまして、現

在の進捗率は 150 件ということで、進捗率は 86.3％というところで、引き続き取組

の方を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。それと、記

載はしておりませんが、賃上げにつきましてはこのあと、働き方改革推進会議につ

いて説明をさせていただきますけれども、この会議の中で賃上げにつきまして、新

たに議題として会議を開いたところでございます。この働き方改革推進会議いわゆ

る地方版の政労使会議というもので、ニュース等でも頻繁に出ておりますが、賃上
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げの方を来年度さらに力を入れているというところでございまして、こちらの会議

の方で、愛媛につきましては副大臣が来られまして、使用者団体の皆様に賃上げに

向けた機運の醸成ということで協力をお願いしたいというような発言がございまし

た。このあと、令和６年度についても説明をさせていただきますが、賃上げにつき

ましては令和６年度についても、より一層力を入れて取り組むというふうな状況に

なっています。 

●柴川職業安定部長 

職業安定部長の柴川と申します。委員の皆様におかれましては日頃より労働行政

にご協力、ご理解いただきまして、改めてお礼申し上げます。 

私の方からは２ページ、「第２ 個人の主体的なキャリア形成の促進」からしば

らくご説明させていただきます。 

職業訓練の果たす役割の重要性はますます高まっているところでございまして、

その方向性につきましては愛媛県地域職業能力開発促進協議会、こちらで関係者が

参集しまして、方針などを決めているところでございます。今年度はデジタル分野

でのコンテンツ効果の把握検証を行いまして、改善策を策定しましたので、それを

来年度は実行に移すこととしております。 

 表のなかば、ページのなかば、こちらに各訓練校への入校率、12月までの状況を

掲載しております。そしてその下の表、こちらが就職の状況になりますが、令和５

年度、表の真ん中になりますが、進捗率 120.5％ということで、順調に推移してい

るところでございます。 

 続いて、３ページに移っていただければと思います。「（２）人材開発支援助成

金の活用勧奨」でございます。人への投資を加速化するための柱のひとつが、こち

らの人材開発支援助成金、人への投資促進コースになります。こちらは事業主が成

長分野等、デジタル分野等の人材育成のための訓練を実施した場合、その経費を助

成するものになります。計画届の受理状況はひとつの大きな会社さんが複数してい

る場合がありますので、かなりデコボコしておりますけれども、こちらは令和５年

度の申請受理状況ということでございます。今後も積極的に活用勧奨を図ってまい

ります。 

 続きまして４ページ「（３）雇用維持及び在籍出向等の取組の支援」の部分にな

ります。在籍型出向、産業雇用安定助成金の活用による支援を行っているところで

ございます。雇用失業情勢の改善に伴いまして、出向のニーズ自体がやや下がって

いるところではございますけれども、下半期においても企業説明会の場で周知に努

めておりまして、こういった取組をさらに進めていくところでございます。 

 続いて５ページ、「第３ 安心して挑戦できる労働市場の創造」というところで

項目を移っていきます。 

こちらは、労働者派遣事業や職業紹介事業を行うにあたっては、国の許可や届出

が必ず必要とされていまして、これらの事業を行うにあたっては、定期的に労働局

の需給調整指導官が立ち入り検査を行っているところでございます。令和５年度の

実施状況でございますが、ページ左側の真ん中あたり、こちらに指導監督の状況を

載せておりますが、１月末現在ですでに年度の計画を超えて実施しているところで

ございます。引き続き、令和６年４月からの改正職業安定法施行規則の周知啓発に

努めてまいります。 

 続いて６ページ。「（２）円滑な労働移動に資する情報等の整備」でございます。



 
 

5 

厚生労働省ではキャリア形成に資する情報の見える化を進めておりまして、そのた

めのツールとして job tag、マイ・ジョブ・カード、しょくばらぼ、こういったも

のをご用意しております。これらのツールを活用して、再就職支援を行っていると

ころでございます。 

 続きまして７ページ。「賃金上昇を伴う労働移動の支援」ということでございま

して、こちらは賃金上昇を伴う労働移動に対して、各種の助成金制度をご用意して

おります。こちらの助成金制度について、労働局やハローワークにおいて活用促進

に努めてきたところでございます。 

 続きまして８ページ。「（３）継続的なキャリアサポート・就職支援」。 

ここからはハローワークでの就職支援の項目になります。まず「（１）ハローワー

クの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進」ということでございまして、

近年、社会様式自体がオンライン化、リモート化が進んでおります。こちらに対応

すべく、ハローワークの方でもスマホや PⅭを経由しまして、職業紹介、就職活動

ができるように整備しているところでございます。 

 特に求人者マイページ、求職者マイページ、これを設けてオンライン上で紹介し

たり、応募したりできたりするような仕組みを作っておりまして、真ん中の表でご

ざいますけれども、こちら求人者マイページ普及率、90.4％。求職者マイページ、

29．6％、こちらが 1 月末の状況となっております。これらを活用しまして、オン

ライン上の支援についても今後進めてまいります。 

 続けて９ページ。「ハローワークにおけるマッチングの促進」という部分になり

ます。現下の雇用失業情勢でございますけれども、直近１月の有効求人倍率は 1.34

倍となっております。求人が求職を上回って推移しているものの、令和５年度にお

いては物価上昇等の影響を受けまして、求人の出が鈍っておりまして、改善の動き

がやや弱まっているという認識でございます。年度末、年度初めにおいては労働移

動がまた活発になる時期でもありますので、ハローワークでのマッチング支援にさ

らに力を入れてまいります。 

 めくっていただきまして、10 ページ、11 ページにつては、10 ページは「ハロー

ワークマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組」ということで、PDCA の考

え方を示しております。そして 11ページがですね、1 月末現在の業務実績というこ

とでお示ししております。ご参照いただければ幸いでございます。 

 さらに進んで 12 ページ。「（２）人材確保対策コーナーでの支援、医療・福祉

分野充足促進プロジェクトの推進」でございます。こちら、特に人手不足分野とい

うものがございまして、介護・医療・保育・建設・警備・運輸、こういった分野に

おいては特に人手不足が叫ばれている部分になります。こういった分野につきまし

ては、ハローワーク松山で人材確保対策コーナーというコーナーを設置しておりま

して、特にこういった分野におけるマッチングの向上、潜在求職者の掘り起こし、

求人充足に向けた求人条件緩和のアドバイス、こういったことを行っているところ

でございます。 

 左側の表でございます。第３四半期までの支援対象求人 8,635 件に対して 793 件

就職というような充足になっております。下半期においては、特に 11 月に介護就

職デーというものを設定しておりまして、特に介護福祉分野の説明会、こういった

ものを重点的に実施したところでございます。 

 続いて 13 ページ。「（４）地方公共団体と連携したハローワークにおける生活
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困窮者等に対する就労支援」。地方公共団体と一体的にハローワークが就労支援し

ている部分もございます。まず左側が、一体的実施事業。ジョブカフェ愛 work と

連携いたしまして、若者向けの支援を行っているところでございます。ハローワー

ク・ジョブカフェ相談コーナーを運営しております。 

 また、右側は生活保護受給者、生活困窮者への支援としまして松山市と連携しま

して、市役所の中に松山市が福祉・就労支援室というものを設置して運営している

ところでございます。 

 就職率につきましては、いずれの表も真ん中あたりにございますが、事業目標を

上回って進捗しているところでございます。引き続き、令和６年度の事業計画、地

方公共団体と連携して図ることとしております。 

 14 ページから 16 ページにかけては、雇用対策協定といいまして、労働局と自治

体が連携して、雇用対策を行う旨の協定を結んで行っている事業内容になります。 

こちらも各地域のイベントにハローワークが参加するなどして、積極的な取組を実

施しております。現在、県下で宇和島市、西予市、大洲市の３市と労働局が締結し

ておりますが、こういった取組をさらに進めていくこととしております。 

 第３までは以上になります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 失礼いたします。雇用環境・均等室長の渡部でございます。いつも大変お世話に

なっております。 

 私からは「第４ 多様な人材の活躍推進」からについてご説明させていただきま

す。 

資料 17 ページ１の「女性活躍・男性の育児休業取得等の促進」になります。県

内企業に対しまして女性活躍推進の取組を行うよう啓発してまいりましたが、一般

事業主行動計画の策定、届出及び情報公表が義務となっている 301 人以上の企業で

は届出率は 100％となっております。101 人以上 300 人以下の企業の届出率は 99.7

％という状況となっております。 

 それから、令和４年７月から 301 人以上の企業には男女の賃金の差異の情報公表

が義務化されましたけれども、１月末の公表率は 99.3％となっております。未公表

となっている企業に対しては、公表に向けた指導を継続しております。 

 えるぼし認定制度については、認定候補企業に対する個別支援を丁寧に行ってま

いりました。その結果、昨年 12 月に愛媛大学さんが認定を受けられ、３月に入っ

てからさらに２社が認定を受けまして、県内企業は６社となっております。 

 続いて、資料 18 ページをご覧ください。「男性が育児休業を取得しやすい環境

の整備に向けた企業の取組支援」等になります。 

 育児休業制度の認知や各企業での取組が広がるように、周知に努めてまいりまし

た。また、当室で事業主、労働者などからの育児・介護休業法に係る相談に対応し

ておりますが、こちらの円グラフにありますように、１月末で 551 件の相談がござ

いました。最も多い相談としましては、育児休業制度に関する相談で、330 件となっ

ており、全体の約６割を占めております。 

 男性の育児休業取得促進については、今年度から労働者が 1,000 人を超える企業

について、男性の育児休業等の取得状況の公表が義務化されましたが、管内企業、

義務化企業の 18 社で公表されていることを確認しております。 

 資料 18 ページの右側になりますが、両立支援等助成金の支給決定状況になりま
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す。両立支援等助成金につきましては、両立支援等に取り組む企業に対して周知に

取り組んでまいりました。支給決定件数は１月末現在で 657 件ということで、昨年

の同月同期比と比べまして大幅に減少していますが、これは昨年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響に対する小学校休業等対応助成金がございましたが、これが３

月31日をもって終了しましたので、今年度は全体として大幅な減少となりました。 

 続いて資料 19 ページになります。「次世代育成支援対策の推進」になります。 

 両立支援助成金の活用をはじめとした、男性の育児休業の取得促進や不妊治療と

仕事の両立への理解促進を図り、それぞれの企業において積極的に次世代育成支援

の取組が行われるよう働きかけを行ってまいりました。一般事業主行動計画の策定、

届出については、義務企業の届出率が 99.5％となっております。 

 右側ですが、県内のくるみん認定は現在 49 社、プラチナくるみんは４社という

ふうになっております。 

●柴川職業安定部長 

 資料 20 ページになります。「マザーズコーナー等による子育て中の女性等に対

する就職支援」になります。 

 子育て中の女性の就職を支援するために、県内３つのハローワーク、ハローワー

クプラザ松山、今治、新居浜においてマザーズコーナーを設置しておりまして、担

当者制によるきめ細かな就職支援を行っているところでございます。 

 真ん中あたりの左側の表をご覧いただきますと、令和５年度の実績としまして、

いずれの拠点とも非常に高い水準で就職率を保っているところでございます。来年

度につきましても、こういった取組を引き続き進めてまいるところでございます。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 失礼します。資料 21 ページをご覧ください。「２ 同一労働同一賃金など雇用

形態に関わらない公正な待遇の確保等」についてです。 

愛媛働き方改革推進支援センターではセミナーの開催や個別訪問を積極的に行う

とともに、同一労働同一賃金に対応する中小企業等に個別支援を実施してまいりま

した。 

 センターの実績としては、左下にある表のとおりとなります。それから右側にあ

りますけれども、先ほど基準部長からも説明がございましたが、労働施策総合推進

法に基づく協議会ということで、３月４日に宮﨑副大臣をお迎えしまして、労使団

体関係機関が参集して「愛媛働き方改革推進会議」を開催しました。現下における

賃金引上げの重要性を理解し、中小企業における賃金引上げに向けた支援や取組に

ついて意見交換を行ったところです。 

 また４月から時間労働の上限規制が適用される自動車運転業務等で長時間労働の

削減が進むよう、働き方改革推進に向けた共同宣言を行いました。 

●柴川職業安定部長 

 続きまして、22 ページ。「新規学卒者等への就職支援」の部分になります。令和

６年３月末卒業者の１月末時点の就職状況ですね。ページの真ん中の表とグラフで

示しております。高校生につきましては 92.3％。下の大学生につきましては 81.0

％。昨年と比べますと、やや低下が目立つところでございます。 

 ただ、人手不足下の売り手市場の全体の傾向に変わりはなく、引き続き年度末ま

での状況を注視するとともに、個別の事情を抱えた方やなかなか就職が決まらない

方につきましては、４月以降も引き続き就職支援を続けてまいります。 
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 続きまして 23 ページになります。「（２）フリーターへの就職支援」になりま

す。 

ハローワークでは若者ハローワークを中心に、先ほどのジョブカフェ愛 work や

愛媛地域若者サポートステーション等と連携しまして、フリーター等へのきめ細や

かな就職支援、職場定着支援を行っているところでございます。 

 令和５年度の実績につきましては、表にございますけれども、１月末現在で 920

人就職と、前年同月比でやや減少しているところでございます。12月や、つい先日

の３月にも新規学卒者・若者向けの就職面接会を開催しておりますので、こういっ

た取組で巻き返しを図っているところでございます。 

 続きまして 24 ページになります。「就職氷河期世代の活躍支援」ということに

なります。 

いわゆる就職氷河期世代への支援につきましては、当初、令和２年度から４年度、

３か年かけて集中的に実施するとされておりましたが、コロナ禍の影響も考えまし

て、令和５年度、そして令和６年までを第２ステージと位置づけまして、引き続き

取組をしていくこととしております。今年度の実績につきましては、上の方にござ

いますけれども、進捗率 78.0％ということで、おおむね順調に推移しているところ

でございます。 

 続きまして 25 ページになります。「５ 高齢者の就労・社会参加の促進」にな

ります。 

高齢化が全国的に進行しておりまして、70 歳までの就労機会確保措置、こうった

ものも努力義務化されております。労働局ハローワークでは、「（１）70 歳までの

就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善」、こういったものの

支援。そして「（２）ハローワークにおける生涯現役支援窓口でのマッチング支援」。

そして「（３）シルバー人材センターなど地域における多様な就業機会の確保」。

こういった取組を進めているところでございます。 

65 歳までの雇用確保、未実施企業、こちらすでに個別指導を行いまして、未実施

だった企業につきましても、ほぼ改善を図っているところでございます。ハローワー

クでの生涯現役窓口でのマッチング支援も順調に推移しているところでございます。 

 次 26 ページ。「６ 障害者の就労促進」の部分になります。右側のグラフをご

覧いただければと思いますけれども、令和５年６月１日現在の県内の障害者雇用の

状況につきましては、県内の実雇用率、令和４年度から上昇しまして 2.51％となっ

ております。法定雇用率の 2.3％をこちら上回っております。 

 また、雇用者数につきましても、雇用率とともに過去最高を更新しているところ

でございます。中小企業をはじめとした雇い入れ支援としまして、いわゆる雇用０

人企業を中心に、雇用率達成指導を強化するとともに、障害者の就職支援に取り組

んでおります。 

資料の中ほど、黄色の表題部分のところでございますが、令和５年度の就職件数、

12 月末で 1,055 件ということで、前年同期比 8.2％増加しております。 

 続いて 27 ページ。「７ 外国人に対する支援」になります。外国人労働者の適

正な雇用管理につきましては、外国人雇用管理アドバイザーによる事業所訪問、指

導・援助に取り組んでいるところでございます。 

 そして右側、愛媛県の外国人雇用状況の届出状況ということで、令和５年 10 月

末時点の状況を掲載しております。下の方のグラフのとおり、外国人労働者数、前
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年同期比 22.3％増の 12,476 人ということで、過去最高を記録しているところでご

ざいます。コロナ禍による入国制限も明けまして、人材不足を背景とする企業の採

用意欲の高さが感じられる結果となっております。 

 第４までは以上になります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 それでは資料 28 ページをご覧ください。「第５ 多様な選択を力強く支える環

境整備」になります。1 としまして、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」につい

てです。テレワークや兼業・副業については各ガイドラインなどの周知を行いまし

た。 

 また、コンサルタントが企業を訪問して収集した、働き方、休み方改善に取り組

む好事例もポータルサイトに掲載し、広く周知を行っております。 

●岡本労働基準部長 

 続きまして中柱の２番「安全で健康に働くことができる環境づくり」というとこ

ろで、こちらが労働基準行政の根幹に関わるところでございます。最初の四角のと

ころ、「長時間労働の抑制」ということで、これは近年の最重要課題といことで、

支援と法令の遵守に対する指導という両面で行政が進めていますよというお話をさ

せていただいているところです。 

 上から２つ目の緑の丸のところでございます。４月１日から上限規制適用が始ま

るというところで、医師、自動車の運転業務、建設業につきまして、関係団体と連

携しながら、記載のような形で、実績で説明会等を行ったところでございます。 

 おめくりいただきまして、29 ページでございます。下の方に下半期の取組という

記載がございますが、基本的に１年間、各部署につきましては変わらないというと

ころで、記載のような取組を予定どおり行ってまいりました。 

 おめくりいただきまして、30 ページでございます。「労働者が安全で健康に働く

ことのできる環境の整備」ということで、こちらが労働災害の防止に関する取組で

ございます。最新の実績でございますが、令和５年につきましては、１月の速報値

というところで、死亡災害者が 10 人、死傷災害が前年から 2.5％というところで、

いずれも第 14 次防の 1年目、スタートの年でありましたが、目標は達成できなかっ

たという、非常に苦しいスタートとなっています。 

 おめくりいただきまして、31 ページの下の方に下半期の取組ということで、縷々

記載をさせていただいております。こちらにつきましても、予定どおりといいます

か、記載の取組を下半期に実施してきたというところでございます。 

 一番下の丸のところに、第 14 次労働災害防止推進計画におけるアウトプット指

標の取組状況調査というものがございます。こちらにつきましては、アウトプット

指標という新たな取組を第 14 次労働災害防止計画から始めたわけでございますけ

れども、これにつきましては、実際に事業場に安全調査等で確認しないと把握でき

ないというところで、そういう取組状況調査を行ったところでございます。 

 今後は取組状況の結果に基づいて、２年目以降、取組をまた進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 32 ページございます。労災関係でございます。労災につきましては、迅速・公正

な労災給付というのが最重要課題というところでございまして、こちらにつきまし

ても下半期の取組が下の方に書いてありますけれども、記載のとおり、予定通り、

行政を推進してきたというところでございます。 
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●渡部雇用環境・均等室長 

 それでは資料 33 ページになります。「総合的なハラスメント対策の推進と個別

労働関係紛争の解決の促進」になります。 

 県内６カ所に設置している総合労働相談コーナーで受理した相談件数は、１月末

までに 11,388 件で、このうち民事上の個別労働関係紛争相談件数は 2,681 件とな

り、いずれも前年同期より増加しております。 

 個別労働紛争解決促進法のいじめ・嫌がらせの相談と、次ページにございます労

働施策総合推進法のパワハラの相談を合わせますと、職場のハラスメントに関する

相談は引き続き増加しており、今年度 1,000 件を超える見込みとなっております。 

 以上が令和５年度下半期行政運営状況についての説明となります。 

●小田議長 

 どうもありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして、委

員の皆様からご質問、あるいはご意見などがありましたらお伺いしたいと思います。

今のご説明は労働行政が現状どうなっているか、どういうふうに行われているかと

いうことについてのご説明でございました。 

 委員の皆様からご質問、ご意見がありましたら、お出しください。ご発言いただ

く際には議事録、記録のこともございますので、委員名をおっしゃってから発言を

お願いしたいと思います。 

●丹羽委員 

 愛媛大学の丹羽と申します。よろしくお願いいたします。資料の８ページの「継

続的なキャリアサポート・就職支援」の「ハローワークの職業紹介業務のオンライ

ン・デジタル化の推進」というページについてお伺いしたいのですが、有効求職者

ベースのマイページ利用普及率というところで、これはなにか利用普及率の目標値

みたいなものは設定されているのでしょうか。ということについてまず伺いたいの

と、プラザというところだけ他のところに比べてマイページの利用普及率がすごく

高いのですが、これは何か理由というのがあるのでしょうか。２点についてお伺い

できればと思います。 

●柴川職業安定部長 

 はい、ご質問ありがとうございます。職業安定部長でございます。 

 ご質問の件でございますけれども、まず求職者のマイページの目標というものは

特段設けられておりませんけれども、利用者の利便性に資するものですので、一層

周知啓発に努めてまいりたいと思います。 

 そしてプラザというところの利用普及率が高い理由ですが、こちらハローワーク

プラザ松山ということで、ハローワーク松山とは別に駅近くの方に別の拠点を設け

ておりまして、こちらは主に若者やフリーターや、あとマザーズハローワークがこ

ちらにあったりしますので、そういった特別支援窓口を持っているような拠点でご

ざいます。ですので、比較的来所者が若い方が多いということで、そういうデジタ

ル分野、スマホ等の扱いにも比較的慣れているということで、こういったものを利

用するのに非常に慣れているということで、普及率が高い部分が出てくるというふ

うにとらえております。以上です。 

●小田議長 

 よろしいですか。ありがとうございました。では他にご質問あるいはご意見がご

ざいましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。では、曽我委員さん
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お願いします。 

●曽我委員 

 ２点質問なんですが、12 ページの医療・福祉分野に関して、特に介護の部分につ

いて申し上げますが、ここでの人手不足というのは離職者が相当多いんですよね。

私どもの加盟組合の中に介護関係の組合がけっこうあるんですけど、賃金が安すぎ

て生活ができないというので、就職される方は多いのですけど、離職者がものすご

く多くて人手不足になっているという現状があるんですが、その点に関して何か手

を入れていこうというようなことがもしあるのでしたら教えていただきたいのがま

ず１点。 

 ２点目は、25 ページの右側手の表になります、令和５年の高齢者雇用状況等の主

なポイントのところの表を見ると、65 歳定年企業の割合と 70 歳までの就業確保措

置を実施済の企業の割合、この二つが昨年と比べたら減っているようなんですが、

普通ならこれ増えているのではないかと思うんですが、減っている理由というのが

ちょっと、僕の考え方が違うんだと思うんですが、たとえば 65 歳定年しとったと

ころが倒産したとか、65 歳にしていたのを 60 にしたとか、というふうな切り下げ

をしないと減らないように思うんですが、もし減った理由をご存じでしたら教えて

いただきたい。２点です。お願いします。 

●柴川職業安定部長 

 まず、介護分野の定着、離職の方に問題があるのかというご指摘でしたが、もち

ろん、そういうような動きがあることにつきましては、当方でも承知しているとこ

ろでございます。ちょっと賃金が安いであったりとか、仕事やシフトが厳しいとい

うような話も聞いているところでございます。こういった部分の問題につきまして、

雇用管理改善ということで、できるだけ一人に負担がいかないような形で業務を割

り振るであるとかですね、しっかりシフトを組んで、できるだけ介護機器を導入し

て肉体労働の分野を軽くしていくとかですね、そういったような部分の助成金もご

ざいます。 

介護労働安定センターという組織と連携しまして、そういった雇用管理改善のア

ドバイス、こういったことも行っております。また、先ほども触れましたが、介護

機器に対する助成金等もあるところでございます。そういったものを活用しまして、

ちょっと賃金の部分につきましては介護報酬の部分がありますので、政府全体での

対応ということで検討させていただければと思います。 

 そしてもう一つ、高年齢者の部分のご指摘でございますけれども、おっしゃると

おり、なかなか定年制の部分が下がるということはちょっと考えにくいところでは

ございますが、新しく企業さんができたとか、おっしゃられたような倒産であると

か、ちょっとそういった要因で若干数値がぶれることが考えられるところでござい

ます。低下の要因につきましては、改めて確認しまして、回答さしあげたいと思い

ます。 

●小田議長 

 ありがとうございます。曽我委員さん、よろしいですか。曽我委員さんの１点目

のご質問については、私もちょっと気になっていたところでして、愛媛においても

そういう事例があると聞いていますが、賃上げで他業種で賃金が上がっていくと、

特に介護・福祉分野の低賃金できつい仕事をするよりは、別の仕事の方が魅力的に

映るということでそちらに移る方も愛媛でも出ていると。これが非常に著しい状況
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になっていると言われているのが熊本、ＴＳＭＣなどの進出で、特に時給もそうで

すし、いろいろなものがプチバブル状態が生じているというふうにも言われてまし

て、そういう状況になっているんですけれども。賃上げが進めば愛媛もそういうふ

うになっていくことが想像されます。熊本ほどではないにせよ、そういう状況が生

じていくということが、今後考えられるように思います。 

 一方で、国のほうの介護報酬のこともあるので、国の方でも検討してというふう

に言われたところなのですが、これはこの地方労働審議会の所掌事項ではないこと

は承知の上で申し上げるので、希望というか、なんらかのチャンネルのあるところ

で伝えていただければということです。厚生労働省といっても旧労働省部門と厚生

省部門と事実上別というか、一体として常にいろいろな仕事ができているわけでは

ないということも承知しておりますので、ここでどうこう言ってはじまるわけでは

ないかもしれないのですが、介護人材が不足すると言われている中で、介護報酬、

特に訪問型介護の引き下げが言われておりまして、そうするときっと、その分野は

一層人材不足にもなるし、介護・福祉分野の報酬問題はこの審議会の問題ではあり

ませんけれども、全体として高齢者介護サービスを施設型から在宅型・居宅型を推

進していこうという動きとは矛盾しているような感じがするのですね。福祉政策と

労働市場のコントロールが、なんとなくちぐはぐになっているように見えるところ

があるので、引き続きその分野に、今曽我委員からご指摘のあった分野については、

特に注視いただいて、また情報があれば情報提供いただくとか、あるいは、そうい

うことについて指摘した委員がいたということを本省にお伝えいただくとか、とい

うことをしていただけるとありがたいというふうに思います。 

 大変恐縮ですが、かなりボリュームのある議題がまだが残っておりますので、議

事を進めさせていただいてよろしいでしょうか。そのうえで、それが終わったあと、

ご質問いただければというふうに思います。 

 では、議題２つ目ですが、「令和６年度愛媛労働局行政運営方針（案）について」

ということで、これから労働局が労働行政をどういうふうにやっていこうかという

ことについてのご説明をいただく予定となっておりますので、事務局、よろしくお

願いいたします。 

●岡本労働基準部長 

 それでは資料の「令和６年度愛媛労働局行政運営方針（案）」というのをお手元

にご用意いただきながら、お聞きいただければと思います。 

 まず最初ご説明しますと、令和５年度は「第５」ということで５本の大きな柱で

ございました。令和６年度につきましては、第１から第３の大きな柱としては３本

というふうになっております。ただ、どこかを削除したというわけではなくて、そ

の取組施策をもう一回見直すといいますか、その柱にあて直したといいますか、移

動させたというか、そういう形で３本柱にまとめたというところでございます。 

 そうしましたら、最初の大きな柱「第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、

非正規雇用労働者の処遇改善等」というところでございます。先ほど申し上げたよ

うに、ここは去年初めて最低賃金引上げに関することが一丁目一番地に来ましたよ

ということでお話させていただきました。今年も第一は賃上げにプラスして、非正

規雇用労働者の処遇改善等というところがここに入ってきたというところで、昨年

は（１）から（３）だったのですが、今回は（７）まであるというところでござい

ます。 
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 （１）から（３）までは令和５年度と同じ内容というところでございます。（１

）は「最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む中小企業への支援

の強化」ということで、令和５年度は「支援」というところで終わっていたのです

が、今回は「支援の強化」ということで、「強化」という文字がプラスされており

ます。この強化の意味は、この業務改善助成金というのは毎年見直しをしているの

ですが、令和６年度につきましてもさらに見直しを予定しているというところで、

そういった内容で強化ということでございます。 

 （２）の「最低賃金制度の適切な運営」、そして（３）の「監督署と連携した同

一労働同一賃金の遵守の徹底」というところにつきましては、令和５年度と同様の

内容で取組を進めるというところでございます。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 続いて（４）の「非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援」

になります。 

 年収の壁・支援強化パッケージとしまして、年収の壁を意識せず働くことができ

る環境づくりを後押しするために設けられましたキャリアアップ助成金の「社会保

険適用時処遇改善コース」や、拡充されました「正社員化コース」などの周知、活

用勧奨等を実施してまいります。 

 併せて、「働き方改革推進支援センター」による相談対応やコンサルティングを

実施してまいります。 

●柴川職業安定部長 

 続いて３ページ（５）になります。「ステップアップを目指す非正規雇用労働者

等に対する求職者支援制度による支援」になります。 

 スキルアップを目指す非正規労働者、こちらを支援するために、就職に必要な知

識を習得するための求職者支援訓練。こちらの積極的な周知・広報を行いまして、

制度の活用を推進していくところでございます。 

 そちらの画像にございますけれども、宇和島市出身の漫画家の清家孝春先生、こ

ちらが執筆された漫画「無職の学校」というものがございます。訓練校に通う若者

をテーマにした作品ですけれども、こちらの作品が昨年 11 月に無事完結したこと

を受けまして、改めて画像もインタビュー動画などを作成しまして、ユーチューブ

に掲載しております。こういったものを活用しまして、周知・広報に一層取り組ん

でまいります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 続きまして（６）の「無期転換ルール等の円滑な運用に向けた周知」になります。

今年の４月から労働条件明示事項に、無期転換の申し込み機会と転換後の条件を追

加することが必要となります。この改正内容と併せて無期転換ルールの周知徹底を

図ってまいります。 

●柴川職業安定部長 

 続きまして４ページ、ここから「第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の

推進」の部分になります。 

 政府方針の「三位一体の労働市場改革」の一環としまして、リ・スキリングによ

る能力向上支援に力を入れて取り組んでいくこととしております。 

 具体的な取組としまして、「（１）指定された教育訓練を終了した場合の費用の

一部支給による経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しの支援」
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ということで、少し長いのですが、こちらは指定された教育訓練を修了した場合の

費用の一部支給というのが、雇用保険の教育訓練給付という制度になります。こち

らの教育訓練給付を電子申請をできるようにするなど、使いやすい制度にしていき

ます。 

 また、先ほどの地域職業能力開発促進協議会、こういった会合の場を活用しまし

て、教育訓練給付制度に係る地域の訓練ニーズを把握するとともに、指定講座の拡

大、こういったものを図っていく方針でございます。 

 次「（２）在職時からの継続的な支援を行うキャリア形成／リ・スキリング推進

事業等の推進」ということでございまして、「キャリア形成／リ・スキリング支援

センター」というものを設置したり、そういったコーナーをハローワークに置きま

して、キャリアコンサルタントの常駐または巡回による相談支援を行うこととして

おります。 

 それではめくっていただきまして５ページになります。「（３）公的職業訓練の

デジタル分野の重点化や訓練修了生への再就職支援」の部分になります。 

 デジタル分野への訓練コースの拡充を図るとともに、受講勧奨、デジタル分野へ

の再就職に一層取り組んでまいります。 

 「（４）労働者の主体的なリ・スキリングを支援する中小企業への賃金助成の拡

充等による企業における人材育成の推進」。こちらは企業の人材育成のための助成

金制度になります。人材開発支援助成金、こちらの各種コースを活用しまして、企

業の人材育成の取組への費用補助を行ってまいります。 

 「（５）スキルアップを目的とした在籍出向の推進等」ということでございまし

て、在籍型出向、労働者の雇用維持に加えて、キャリアアップ・能力開発にも活用

できるところでございます。産業雇用安定センターと連携しまして、マッチング支

援や助成金の活用に努めてまいります。 

 ここまでは今年度もやってきたことの引き続きというところですが、６ページ「（

６）雇用調整助成金の見直し等への対応」ということで、こちらが少し方向が変わ

る部分になります。 

 雇用調整助成金、コロナ禍で特例実施しまして、雇用維持に活用してきたところ

でございますけれども、今年度、特例も終了しまして、雇用調整のために休業とい

うよりも教育訓練をより実施する方が有利な支給となるよう、４月に制度改正を行

う予定でございます。また不正受給については、厳しい対処を続けていくところで

ございます。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 続きまして「２個々の企業の実態に応じた職務給の導入」についてです。 

 非正規労働者の待遇は職務・役割によって決定されることが多いことから、正社

員との職務の大きさを比較することが有益と考えられますので、企業等に対して職

務内容の評価、職務給の導入について周知を実施してまいります。 

 併せて、年収の壁対策である配偶者手当の見直しについても、リーフレット等を

活用して周知してまいります。 

●柴川職業安定部長 

 続いて７ページ、「３成長分野への労働移動の円滑化」の部分になります。 

 人手不足の問題が非常に顕在化しつつある状況の中で、人材の有効活用という観

点からも成長分野への円滑な労働移動を可能とする環境整備が重要となっておりま
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す。また、若年者の人口流出といった問題もございまして、地域の実情に応じた雇

用対策を行うとともに、マッチングを支援してまいります。 

 具体的な取組内容としまして、「（１）成長分野の業務や、一定の技能を必要と

する未経験分野への就職を希望する就職困難者を雇い入れる事業主への支援による

成長分野への労働移動の円滑化」ということで、こちら特定求職者雇用開発助成金、

いわゆる特開金というものでございますけれども、こちらを活用しまして、成長分

野への労働移動や賃上げを促進していきます。 

 「（２）職業情報・職場情報の収集・提供によるマッチング機能の強化」という

ことで、先ほども少し触れましたが、job tag やそういった情報ツールを駆使して、

そういったツールの周知も図っていくところでございます。 

 「（３）民間人材サービス事業者への指導監督の徹底」。労働局の需給調整指導

官が民間人材サービス事業者への指導監督を行っております。 

 「（４）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援」ということで、

雇用対策協定に基づく取組のほか、市町が地域の特性を生かして行う地域雇用活性

化推進事業、こういった周知や、実施地域である西予市への支援を行ってまいりま

す。 

 めくっていただいて８ページ。「（５）賃金上昇を伴う労働移動の支援」になり

ます。こちらも助成金制度になりますけれども、早期再就職支援等助成金、こういっ

たものを活用しまして、再就職に際して、前職よりも賃金を上昇させた事業主への

助成を行ってまいります。 

 続いて「４中小企業等に対する人材等の支援」ということで、こちらは主にハロー

ワークで実施する就労支援の項目になります。 

 「（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実」ということで、先ほど

もありましたが、オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人充足に向

けたサービスに取り組んでまいります。 

「（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援」。先ほどの人手不足分

野、こういったところでのマッチング支援ですね、引き続き進めてまいります。特

に自治体や関係団体と連携しまして、セミナーや説明会、面接会、こういった取組

を充実させていく方向でございます。 

そして「（３）医療・介護・保育分野の職業紹介への対応」ということで、こう

いった分野は有料職業紹介事業の参画が多い分野でもありますけれども、職業紹介

事業に関するトラブルの相談や指導監督にも努めてまいります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 それでは資料９ページをご覧ください。ここから「第３ 多様な人材の活躍と魅

力ある職場づくり」になります。 

 「１フリーランスの就業環境の整備」です。「（１）フリーランス・事業者間取

引適正化法等の周知啓発、同法の執行体制や相談体制の充実」についてになります。 

 今年の秋ごろまでには同法が施行予定になっております。つきましては、この法

律の周知を行ってまいります。また、フリーランスから契約等のトラブルがあった

場合には、これまでもご案内していました「フリーランス・トラブル 110 番」を紹

介するとともに、法が施行されたのちに法違反に関する申し出があった場合には、

発注者等に対する報告徴収、是正指導等を実施してまいります。 

 続いて「２仕事と育児・介護の両立支援」です。労働者数 1,000 人を超える企業
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に義務化されております育児休業取得状況が確実に公表されるよう、取り組んでま

いります。 

 また、「産後パパ育休」を含めた育児・介護休業法に基づく両立支援制度につい

て周知徹底を図ってまいります。 

 また、権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得を理由とする不利益取扱いが疑

われる事案を把握した場合には、積極的に報告徴収・是正指導等を行います。 

 一般事業主行動計画の策定等については、計画の策定支援を行いながら、義務企

業の届出の徹底を図ってまいります。 

 また、くるみんなどの認定基準については広く周知しまして、認定取得に向けた

丁寧な支援を行ってまいります。 

●柴川職業安定部長 

 「（２）マザーズコーナー等による子育て中の女性等に対する就職支援の強化」

でございます。県内３カ所のハローワークのマザーズコーナーを中心として、子育

て女性に対する支援を実施しているところでございます。仕事と子育ての両立がし

やすい求人の確保、相談等の支援のオンライン化、こういったものに力を入れてま

いります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 続きまして「３ハラスメント防止対策」になります。 

 相談支援等を含む総合的なハラスメント防止対策の推進についてになりますが、

職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し、厳正な指導を実

施することにより、引き続き法の履行確保を図ってまいります。 

 また、就職活動中の学生に対するハラスメント対策として、事業主にハラスメン

ト防止指針に基づく、望ましい取組の周知を行い、学生からの相談等により事案を

把握した場合には、事業主に対しまして適切な対応を求めてまいります。 

 続きまして資料 12 ページをご覧ください。「（３）民間企業における女性活躍

促進のための支援」になります。 

 令和４年７月の女性活躍推進法の省令改正によりまして、常用労働者数 301 人以

上の事業主について新たに義務付けられました男女の賃金の差異に係る情報公表に

ついて、確実に公表されるよう取り組んでまいります。 

 また、女性が健康で能力が発揮できるような職場環境整備の機運を醸成するため、

リーフレット等を活用して周知するとともに、「働く女性の心とからだの応援サイ

ト」に掲載している企業の取組事例などを活用して、企業の自主的な取組を促して

まいります。 

●岡本労働基準部長 

 続きまして第３の中の中柱でいいますと「４ 安全で健康に働くことができる環

境づくり」ということでございます。 

 おめくりいただきまして、13 ページでございます。「（１）長時間労働の抑制」

というところでございます。こちらも変わらず、労働基準の中では一番重要な課題

ということで（１）としております。長時間労働の抑制につきましては、先ほども

申し上げましたとおり、相談支援という面と法令遵守という意味での監督指導とい

う２つの両輪で行政を進めているところでございます。①から④までの取組を進め

ていくというところでございます。 

① につきましてはその監督指導ということで、引き続き１か月 80時間を超えて
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いると考えられる企業等に対する監督指導を的確に行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 ②③は相談支援というところでございます。②もこれまで同様に、働き方改革推

進支援センターによって、ここまでが相談支援体制を引き続き実施してまいります。 

 ③が、まさに２週間後となりましたけれども、これまで猶予されておりました時

間外労働の上限規制につきまして、自動車運転手、建設業、そして医師につきまし

て適用が始まるというところで、これらの業種に対して引き続き相談支援を行って

いくところでございます。 

 令和６年度、まさに４月１日から施行が始まりますので、今年度は集中的に関係

団体と連携しながら説明会等を行ってきたのですが、施行後は必要に応じて説明会

を行っていくこととしております。一歩では、個別の相談支援体制を充実させて、

相談があった場合にはしっかりと丁寧に対応していくという形で、令和６年度はそ

ういう形で取組を進めてまいります。 

 ④は長時間労働につながる取引環境の見直しということで、最近、公正取引委員

会さんが頑張っておられ、下請けいじめをしているようなところに対して、記者発

表とかしていますが、そういった下請けに対するしわよせというものがあった場合

につきましては、監督指導の際にそういう情報提供をするなどして、下請けいじめ

がなくなえるように情報提供を今後も引き続き行っていくというところでございま

す。 

 続きまして 14 ページ「（２）労働条件の確保・改善対策」というところで、こ

れも労働基準監督行政がずっと取り組んでいる項目でございます。①から④の取組、

これにつきましてはもうほぼ毎年同じような取組を続けて行っているところでござ

います。その中でも②と③、こちらにつきましては法令改正等がございました。そ

れが施行になるというところで、新たな取組といいますか、法令改正に基づく取組

というところでございます。 

 ②につきましては、裁量労働制の適切な運用というところで、省令が令和６年４

月から施行ということで、周知に努めてまいりたいと。 

 ③につきましては、労働契約関係の明確化ということで、これは雇入れ時に労働

条件通知書というものがございまして、こちらの方に新たに就業場所であるとか業

務の変更の範囲とか、そういったものが新たに追加されるというところで、これは

労働条件を守ってもらうために一番重要なものというふうに考えておりますので、

これにつきましてもしっかりと関係事業主さんの方に周知を図っていくということ

で、②③が例年とは違う取組というふうにご理解いただければと思います。 

 続きまして「（３）14 次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環

境の整備」というところで、こちらが労働災害防止に関するところでございます。

先ほどもお話しましたが、第 14 次労働災害防止推進計画が令和５年度１年目と、

そして令和６年度は２年目ということでございます。 

 基本的には５か年計画の第 14 次労働災害防止推進計画に基づきまして取組を進

めていくというところになります。 

① から⑤が安全管理への取組というところで、やはり近年増加傾向にあるので

すが、転倒災害であるとか、高年齢労働者が増えているということが要因で

増加が著しいというところに対してしっかり対応してまいりたいと考えてお

ります。 
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 ⑤はこちらも業種別の取組ということで、業種特有の災害とか業種が全産業に比

べて多い業種というのがございますので、そういったところを絞りながら効果的に

取組を進めていくというところでございます。その中で⑤の一番最初に書いてあり

ます陸上貨物運送事業につきましては、こちらも法令改正がございまして、貨物自

動車、トラックですね、トラックの後ろにテールゲートドリフターというのがござ

いまして、荷物およびキャリーケースみたいなものを荷台から降ろすときにエレベー

ターのように自動で降ろしてくれるというような機械があるのですが、その機械で

災害が非常に増えているということで、そのテールゲートリフターというものにつ

きまして、特別教育を受けないと操作してはだめですよというような法改正等がご

ざいましたので、このへんをしっかりとまた周知してまいりたいというふうに考え

ています。 

 ⑥⑦が労働衛生関係の取組というところになっております。 

 労働衛生関係では、このあと労災でもお話しますが、近年、精神に関わるような

労災請求が増えているというところでございますので、ストレスチェック等の制度

をしっかりと今後も周知してまいりたいと考えています。 

 続きまして「（４）労災保険給付の迅速かつ公正な処理」でございます。こちら

につきましても、労災給付につきましては、申請がなされた場合には迅速に処理を

行うというのが最大の命題でございますので、しっかり取り組んでまいります。 

 一番最後の方にコロナ感染症のことが書かれています。令和４年度が非常にピー

クで、年間 1,000 件くらいの仕事中の労災請求というのがあったのですが、感染症

も第５類ということになったということですが、それでも年間で 300 件くらいまだ

申請が出ているというような状況でございます。そういった状況もございますので、

仕事中のコロナ感染症に対する事務処理につきましても、引き続き迅速に処理を行っ

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 続きまして「５ 多様な働き方、働き方・休み方改革」になります。資料は 17

ページをご覧ください。 

 多様な正社員制度については、事例の提供などによりさらなる周知等を行ってま

いります。勤務間インターバル制度については、働き方、休み方改善ポータルサイ

トに掲載されている、専門家によるアーカイブ動画や導入マニュアルに掲載されて

いるもの。それから働き方改革推進支援助成金などを活用した制度の導入などの促

進を図っていきます。 

 年次有給休暇取得促進については、時季指定義務の周知徹底や時間単位休暇の導

入促進を行います。また、例年 10 月に実施しております、取得促進期間などに集

中的な広報を実施することとします。 

 また、中小企業等の働き方改革や賃金引上げに向けた環境整備が円滑に進むよう、

６年度も愛媛働き方改推進会議を開催しまして、関係団体・機関と意見交換を行う

こととしております。 

●柴川職業安定部長 

 それでは続きまして 18 ページ。「６多様な人材の就労・社会参加の促進」の部

分になります。 

 少子高齢化が急速に進展し、人材確保が課題となる中にあっては、あらゆる世代、

あらゆる属性の方々に社会参加していただくことが喫緊の課題となっております。 
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 まず、（１）高齢者でございます。こちらは高齢者の就労による社会参加という

ことで、①70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や処遇改善を行う企業への

支援。②ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援。③シルバー

人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保ということで、今年度同様

にこちらの３本柱を進めてまいります。 

 めくっていただきまして 19 ページになります。「障害者の就労促進」になりま

す。 

令和６年４月以降、障害者の法定雇用率の段階的な引上げや、除外率の引下げが

予定されております。令和６年４月から法定雇用率が 2.3％から 2.5％に引き上が

るところでございます。 

 こういったことを踏まえまして、下の取組、中小企業をはじめとした障害者の雇

入れ等の支援、改正障害者雇用促進法の円滑な施行。様々な障害特性に対応した就

労支援。障害者の雇用を促進するためのテレワークの支援。また、公務部門におけ

る障害者の雇用の促進・定着支援。こういったものに取り組んでまいります。 

 続きまして 20 ページになります。「外国人求職者等への就職支援、企業での外

国人労働者の適正な雇用管理の推進」の部分になります。 

 先ほども触れましたが、県内の外国人労働者 12,476 人ということで、過去最高

を記録しております。今後も人手不足や技能実習制度の抜本的な改正を踏まえて、

外国人労働者の増加が見込まれるところでございます。 

 こういった外国人労働者の動きに適正に対応するため、ハローワークにおける相

談就職支援の実施、適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、外国人雇用労働

実態調査、こういったものを進めてまいります。 

 20 ページ下側、「（４）雇用保険制度の適正な運営」でございますけれども、こ

ちらは雇用保険制度、雇用のセーフティネットとして、さらに適正な給付適用に取

り組んでまいります。 

 21 ページから、「７就職氷河期世代、多様な課題を抱える若年者・新規学卒者の

支援」の部分になります。 

 まず（１）、就職氷河期世代に対するハローワークの専門窓口における就職相談、

伴走型支援の推進でございます。こちら、令和６年度がいちおう取組の最終年度と

いうことにされておりますけれども、引き続き専門担当者によるチームを結成しま

して、個別の支援計画に基づき丁寧な支援を実施してまいります。 

 そして「（２）地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代を含む就

労自立支援」。なかなかですね、すぐに就労が難しい無業者の方々に対して、えひ

め若者サポートステーションにおいて職業的自立に向けた継続的な支援を、段階を

踏んで行うような形としております。 

 次をめくっていただきまして、22 ページ。「（３）新卒応援ハローワーク等にお

ける多様な課題を抱える新規学卒者等への支援」ということでございます。 

 新規学卒者につきましては、売り手市場の状況が継続しているところではござい

ますけれども、心身の不調や家庭の事情等、多様な課題を抱える方もおりまして、

そういった方におきましては、学校や関係機関と連携しまして、ハローワークが支

援に取り組んでまいります。 

 また、若者の採用育成に積極的な優良企業を認定する「ユースエール認定制度」、

こちらをさらに進めてまいります。 
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 そして下「（４）正社員就職を希望する若者への就職支援」ということでですね、

こちら 35 歳未満で安定した就労の経験が少ない求職者を主な対象としまして、若

者ハローワーク等に配置された専門のナビゲーターを使って、担当者制の職業相談

を進めてまいります。正社員就職を目指して支援を進めてまいります。 

 以上が令和６年度の愛媛労働局の行政運営方針の案になります。 

●小田議長 

 ありがとうございました。ただいま、令和６年度愛媛労働局行政運営方針案につ

いて、各担当部局より一括してご説明をいただきました。かなり急いでコンパクト

にまとめていただいたのではないかというふうに思います。それでもかなりボリュー

ムも多くございましたので、ご質問になりたい事項もあろうかと思います。それか

らご意見にわたる事項でもかまいませんので、自由に発言いただきたいと思います

けれども、ご質問、ご意見のある方は挙手をお願いします。いかがでしょうか。 

 では、杉野委員さん、お願いします。 

●杉野委員 

 杉野でございます、よろしくお願いします。私からは２点ご質問がありまして、

まず１点目が６ページになります。「職務給等に関する調査研究及び導入に向けた

周知・広報」のところで、「配偶者手当を見直しませんか」という広報をしていた

だけるというお話なんですけれども、われわれ 600 名以上のスタッフさんがいらっ

しゃいまして、そのうちの約半数以上が就労調整を実際にしていらっしゃる方々だ

と思っています。で、なんで就労調整をするのかという話を職場単位でコミュニケー

ションをとっていくと、106 万と 130 万と 150 万という、なんとなくの壁を感じて

いるだけで、そこを超えてはいけないという、いわゆる都市伝説的な理解になって

いて、最近いろいろ広報が行われているので、その各壁の意味を説明をしていくと、

結局行き当たるのは、配偶者の勤務先の配偶者手当がネックになっているというケー

スが多いです。 

 われわれの組織では実は制度改正をして、家族手当にあたる配偶者部分というも

のもすでに廃止をしています。それはやはり女性活躍の目線でというところで、女

性には就労調整をしなくて働きに出てほしいという意味合いで、配偶者手当は廃止

をしておりますので、これはとても重要だなと思っているんですけれども、労働局

においては、こういった部分をどのように周知・広報されていくのかというところ

をお伺いしたいというのが１点。 

 ２点目は 19 ページ。「障害者の就労促進」のところです。雇用主の立場からし

ますと、雇用率が今後上がっていって、ただ、なかなか人が雇えない、雇っても定

着しないという現状があります。こういった障害者雇用というのはなかなか県外か

ら獲得してくるとかいう発想は難しいと思っています。県内における雇用率を達成

しないといけない企業数に対して、雇用率を掛けた場合に、本当にそれを満たすだ

けの労働者が県内にいるのか、という観点というのはきちんと検討されているのか

どうかなというところをお伺いしたいのと、そういった労働者の発掘というか、支

援にどういったところで取り組んでいらっしゃるのかというところ。個人的には、

この雇用率というのは全国一律という理解でよかったんですかね。最低賃金のよう

に、地域によって差があってもいいんじゃないかなというふうに思ったりもします

ので、そのあたりの考えをお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 
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●小田議長 

 はい、ありがとうございました。では事務局、よろしくお願いします。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 はい、ありがとうございます。雇用環境・均等室長の渡部です。お問い合わせが

ありました、女性活躍の配偶者手当の見直しということで、どういった周知・広報

を実施する予定かというところですが、今年度も「年収の壁・支援強化パッケージ」

の中に、この配偶者手当の見直しの周知というのが入っていまして、集中的に周知

・広報に取り組みました。特にホームページでの掲載とか関係団体等を直接訪問し

まして、傘下企業とかの周知に「このリーフレットを活用していただけないか」と

いうお願いをしました。また、個別事業所を訪問しまして、支援強化パッケージに

ついてキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが今回新たにできま

したので、それについての周知と併せて、配偶者手当の見直しについても企業訪問

を個別にさせていただいて周知・取組をお願いしました。６年度についても引き続

き、この支援強化パッケージについて周知を図るのが重点と考えておりますので、

関係団体等に改めて周知・広報をお願いするとともに、個別企業を実際に訪問して

現状と取組についてどのように進めるか、そのあたりも周知しながら、６年度も行っ

ていきたいと思っております。 

●柴川職業安定部長 

 障害者雇用の部分についてご質問をいただきました。まず雇用率につきましては

全国一律ということで設定されております。そして、なかなか雇うのは難しいとい

うようなご意見をいただいたところでございますが、今年度の実施状況の資料の方、

26 ページをご覧いただければと思うのですが、県内の雇用率、障害者数が過去最高

になったというところでございますが、新規求職の申込件数、左のグラフでもです

ね、おおまかに増加傾向が続いております。 

内訳で申し上げますと、精神障害者がやはり毎年増え続けているというような状

況がございまして、ちょっとなかなか就職に即結びつくかというような面がござい

ますが、やはり就職できない障害者の方、就職を望む障害者の方はいらっしゃると

いうことで、ちょっとなかなか定着就労支援の部分につきましては、個々の課題が

たくさんあって、一概には難しいところではございますけれども、関係機関と連携

して、少しずつでも目標に近づけていければというふうに考えております。 

●小田議長  

 よろしいですか。なかなか扱いにくいところがあるかもしれないのですが、杉野

さんの２つ目のご質問の中には、障害者雇用の法定雇用率が全国一律であるわけだ

けれども、法定雇用率を満たすだけの障害をお持ちの方、法定雇用の対象となる方

が県内にそもそもいなければ、法定雇用率に達しようがない、そこで、まずは県内

にどれくらい対象者がいらっしゃるかという状況を把握できているのかというご質

問があったと思うのですが、そのへんが、それはやはり把握できているということ

にはなかなかならないのでしょうか。 

●柴川職業安定部長 

 もちろん、今お仕事を探されている障害者の数ということでは、把握は当然して

おります。 

●小田議長 

 それは障害者手帳の発行実績などから、数としては把握しているということにな
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るのでしょうか。 

●柴川職業安定部長 

 ハローワークにお仕事探しをするということで申し込まれている、障害者手帳を

お持ちの方ということになります。 

●小田議長 

 たぶん、杉野委員はその前提をお尋ねになった気がするのですが。つまり、ハロー

ワークに来られて、「私障害があるんだけれども、仕事を探している」「仕事をし

たいと思っている」という前の段階、まだハローワークにお越しになっていないけ

れども障害があって就労意思もお持ちの方の数がそもそも把握できているかという

点について疑問を持たれていたようにお聞きしましたがいかがでしょうか。 

●杉野委員 

 それと併せて、県内で雇用義務のある企業数に対して雇用率を掛けた場合に、必

要な障害者、雇用しなければいけない障害者数が分かると思うのですが、それとバ

ランスしているかというところです。 

●柴川職業安定部長 

 すいません、手帳の発給自体の数につきましては当方では把握しておりませんの

で、ハローワークでお仕事を探されている数という認識になります。そして次の、

実際に雇用率を達成できるお仕事を探されている障害者の方がいるのかということ

でございますが、それは当然いる認識ではございますが、詳しい数につきましては

また確認してお答えさせていただければと思います。 

●小田議長 

 なかなか難しいところはあろうかと思うんですが、たしかに杉野委員がおっしゃ

るように、雇用の対象となる人がそもそもいない状況であれば、そういう状況の中

で「法定雇用率を満たしなさい」と事業者にプレッシャーをかけるということには

ちょっと無理があるというふうに思います。どの方がどういう障害を持っていて障

害手帳を持っているかどうかみたいな話は要介護個人情報ということになって、通

常の個人情報保護よりもさらに配慮を要する情報なので、それはなかなか公的機関

で公的な目的があったとしても、簡単にはいただけないと思うんですが、しかし、

どういう種類のどういう障害を持っている方がどれくらいいらっしゃるかという数

字だけであれば、関係機関の協力の中で得られる余地もあるように思われます。極

端に言えば難しい、本省での調整が必要な事項なのかもわからないですが、可能性

はあるように思われますので、一度、そういう数字を把握していそうな他局なり、

あるいは本省でどういうふうにとらえていらっしゃるかみたいなことを確認いただ

けるとよいのではないか、というふうに思います。 

 ちなみに、私の本務先においても、法定雇用率を満たさなければということが労

務管理の担当者にとっては頭のどこかに常にあって気になっているところのようで

して、「障害者雇用という形に今までなっていないけれども、実は障害者手帳を持っ

てますという職員がいたら申し出てください」という呼びかけがあったりするんで

すね。その申し出があれば法定雇用率の充足に少しでも近づくということで、そう

いう呼びかけを社内でといいますか事業所内でやっているということだと思います。

そのように法定雇用率の達成に向けて苦労している状況も見られますので、そもそ

もどれくらいの対象者が県内にいて、呼びかければ来てもらえるような状況がある

のか否かということに関する情報収集を少し、可能な範囲でお願いできればという
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ふうに思います。 

 杉野委員さん、よろしいですか。はい、ありがとうございました。他にいかがで

しょうか。では、長尾委員さん、お願いします。 

●長尾委員 

 今のお話と対象が若干重なるのですが、22ページの「新卒応援ハローワーク等に

おける多様な課題を抱える新規学卒者等への支援」という項目について述べます。

現在、少子化が進んでいるのですが、通信制の学校に通う生徒は非常に増えていま

す。そういった潜在的に制度の対象となる層を把握していく必要があると思いまし

た。 

 同じく 22 ページで「ユースエール認定制度」自体は以前からあるのですが、令

和６年の取組方針に入れられており、具体的な数値目標の設定は難しいのでしょう

か。というのは、「推進する」との記載があり、令和５年末の認定企業数は書かれ

ているのですが、その下に併せて提示されているグラフは新規学卒者全体の職業紹

介状況です。やはり先ほど杉野委員や小田議長がお話になられたように、潜在的な

母数に言及できなくとも、何らかの形で方針に数値目標があるといいのではないか

と思いました。 

●小田議長 

 はい、ありがとうございます。今のご意見につきまして、事務局から何かコメン

トがありましたらお願いします。 

●柴川職業安定部長 

 新規学卒者、通信制が増えているというご指摘もございました。通信制の場合、

当然、学校さんにつきましてはこの数を把握して、ハローワークの方で就職が必要

な方はご案内ということでは、他のところと変わるものではないのですが、学校さ

んのグリップといいますか、なかなか生徒さんをつかまえづらいというような状況

はちょっと聞こえてきているところではございます。 

 そういった場合も、ハローワークを当然利用できますので、直接支援というよう

な方向もとれるところでございます。 

 そしてユースエールについてでございますけれども、特段本省の方から目標数等

を振られているような状況ではないところではございますけれども、当然局として

独自に設定できない項目ではないというふうには考えておりますが、ちょっとそち

らは改めて検討させていただければと思います。 

●小田議長  

 はい、どうもありがとうございました。今、長尾委員がユースエールに言及され

たので、ちょっと質問の内容は違うのですが関連してお尋ねをさせてください。 

 今日のご説明の中でも、今ユースエールのほかに、えるぼしとかくるみんとか様

々な行政施策を推進するためのパッケージをラベル化してというかバッヂのような

形で、一定の基準を満たしているところは「くるみんのどれを取っています」みた

いなことを説明いただいたのですが、このえるぼしとかくるみん、ユースエールが

いずれも広く求職者あるいはこの認定を取得していない事業者に広く知られている

かというと、必ずしもそうではない。たぶん中身によって、ユースエール、えるぼ

し、くるみんによって認知度の差というのがけっこうあるかもしれないんですが、

いずれにしても十分には知られていないような気が、私はしております。 

 学生、たとえば身近なところの話で恐縮なんですけれども、学生から「子育て環



 
 

24 

境が整備されているとか、あるいは男女差別がなくて、ちゃんと仕事で活躍できそ

うな会社を見るという時にどうすればいいですか？」といった質問があった時、え

るぼしとかくるみんの話をすることがあるんですが、あまり知られていないんです

よね。知ってもらったらそれを活用してもらうというのはもちろんできるんですが。 

 ここからご質問なのですが、様々な施策をこういうラベルとかバッヂのような形

で表示する制度はあるって、それぞれの制度のページ、ウェブサイトに行ったら、

どの企業がこれを取られているみたいなことはわかるんですが、求人の現場で例え

ばハローワークで求人票の中にえるぼしとかくるみんとかは表示されているのでし

ょうか。 

●柴川職業安定部長 

 それはございます。 

●小田議長 

 それは誰が見てもわかるようなっている感じですか。 

●柴川職業安定部長 

 そうです。 

●小田議長  

 民間の事業者が求人票を出す時にも、それは書いてくださいという話になってい

るわけですか。ハローワークでは対応されているけれども、民間ではまだやってい

ない？ 

●柴川職業安定部長 

 そうですね、そこに関する縛りは特段。 

●小田議長 

 事業者の方もかなり苦労して環境を整備してこの認定を受けていらっしゃるとい

うことがあって、今の採用難の中だとうまく活用すれば、人が来てくれるきっかけ

になると思うので、ここからの呼びかけ、お願いで可能なことかどうかわかりませ

んが、ハローワークでは対応されていても、民間の各事業者だったり採用活動を支

援する会社ではそういうことがされていないのであれば、そこにも入れてもらうよ

うお願いするということはやってみてもいいのかなというふうにちょっと思いまし

た。 

 すいません、他にご質問ありますでしょうか。では甲斐委員、お願いします。 

●甲斐委員 

 松山大学の甲斐でございます。いくつか質問をさせてください。１つ目はせっか

く認定制度の話がありましたのでそれに関連してなんですが、表示をする欄はある

ということですが、例えば求職者の皆さんが検索をかけたりする時、それだけでソー

トがかかるみたいなそういうシステムが例えばあるんだろうかということです。そ

ういうソート機能ではないですけれども、そんなものがあったりすると大分違って

くるのではないのかということを思いました。もしなければ、そういったこともち

ょっと検討してみるのもいいのかなというふうにも思いました。 

 それと関連して、大学とか高校とか専門学校とか、そういう新卒者を送り出す機

関の皆さんともお話をされる機会があると思うので、そういったところに対しても

ちょっと周知していくという方法をとるのもいいのかなということも思いました。 

 ２点目ですが、就活ハラスメントのお話があったかと思いますが、就活ハラスメ

ントの実情に関する実態の把握の仕方というのは、アウトリーチ的に何か行ってい
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る状況があるのかどうかということ、そこをちょっとお伺いしたいと思いました。

というのは、やはり、若者、学生が労働、そういった行政機関に直接電話なりなん

なりで連絡して「こういった目に遭ったんだけど」というふうに相談するというの

はけっこうハードルが現実的に高いと思うんですね。なので、やはりそういった高

等教育機関、送り出す側、新卒者、求職者を送り出す側とちょっと連携をとられて、

実態の把握だとか、相談業務ということにつないでいく必要があるんじゃないかな

ということも思いました。 

 もしそういう方策をおとりになっているんだったらいいんですけれども、まだだっ

たら、何か考えていただけるといいのかなということも思いました。 

 それからもう一つだけなんですけれども、これはちょっと参考までにお伺いした

いという程度なんですが、８ページで「医療・介護・保育分野の職業紹介への対応」

というところで、優良職業紹介事業所への指導監督に取り組むと書いてあるのです

が、例えばここの管区内あるいは地域内でちょっと問題がある事例というのがある

のかないのかというのをちょっと。これはもう参考までにというくらいなんですけ

ど、お伺いしたいと思いました。 

というふうに申し上げますのも、西日本新聞だったか、紹介業者さんとしては１

件紹介すると手数料が入ると。それから求職者の方も、めでたく就職をするとお祝

い金みたいなものが支給されるみたいなシステムがあるので、やたらめったら、ち

ょっと来てすぐ辞めてみたいな。それは介護の事業所だったと思うんですが、介護

の事業所の主張としては結局、紹介事業者に頼らざるを得ない事情があるんだけれ

ども、そうやって手数料だけやたら取られて疲弊するみたいな現状があるみたいな

ことの新聞報道を見たことがあるので、そういった事例があったらと。３番目は参

考までにというぐらいのことでした。 

●小田議長 

 ありがとうございました。３点いただきましたが、事務局お願いいたします。 

●柴川職業安定部長 

 まず認定制度における求人のソートや周知のお話をいただきまして、これは基本

的には検索ソートができるようになっております。全制度というとあれなんですが、

少なくとも厚労省関係は現状でもできるような形となっております。 

 また、当然、学生等を送り出す機関でも知っておいていただくことは第一という

ことですので、その点につきましては学校等と連携をとりまして周知を図っていき

たいと思います。 

 先に３点目の職業紹介上での問題がないかという点でございますけれども、愛媛

県下で具体的な事案としては確認しておりません。おっしゃられるとおり、求職者

と職業紹介事業者が結託して、恣意的に辞めてまた就職させるとか、不当に高い報

酬をもらうであるとか、そういったような全国的な問題事案は把握しておりますけ

れども、そういったものは当然指導の対象になりますので、見つけ次第指導してま

いります。 

●渡部雇用環境・均等室長 

 就活ハラスメントの関係ですけれども、まず高校生等に関しては学校紹介が基本

となりますので、学校の先生の方に問題となるような事案があった場合には、ハロー

ワーク等にご連絡いただくような体制を取っておりますので、そこは適切に引き続

き確認をしていきたいと思っております。 
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 大学生に関しても、実際に就活ハラスメント相談等がございます。先ほど先生も

言われていたように、労働局に実際に電話してきていただいて、労働局が把握する

というのが主体だと思います。実際、こちらから何か調査しているとかいうのは、

労働局単位では今のところ行っていないのが現状です。 

 大学によっては、当局から労働法制とかに関して、授業とかに出席させていただ

いてご説明等させていただいていますので、そういった機会なども使って、就活の

時のハラスメント等を学生さんにも周知して、「もし何かあれば労働局に相談して

ください」ということは今後も周知してまいりたいと思っています。 

●小田議長 

 はい、どうもありがとうございました。甲斐委員、よろしいですか。 

●甲斐委員 

 どうもありがとうございました。 

●小田議長   

 まだまだご質問をお持ちの方もいらっしゃると思うのですが、委員の皆様には本

会議につきましては 13時 30 分から 15 時 30 分くらいまでで終了するものとしてご

案内しておりましたこととの関係もございまして、残りのもうひとつの議題がござ

いますので、それをいったんやらせていただいて、そのあと時間があればまたご質

問いただくというふうにしたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

 それでは議題３に進みます。「愛媛県タオル製造業最低工賃について」でござい

ます。事務局より説明をお願いいたします。 

●岡本労働基準部長 

 お手元の資料、１枚裏表のものがございます。「愛媛県タオル製造業最低工賃に

ついて」という資料をご覧いただければと思います。 

 こちらの方に愛媛県タオル製造業最低工賃ということで、１件、最低工賃という

ものが愛媛では設定されておりまして、これが浴用タオルに対するヘム加工という

もので、下に図がありますが、端を折り曲げてそこをミシンで縫うという作業がご

ざいます。これにつきまして現在、最低工賃というものが設けられております。 

 めくっていただいて、２ページ目でございます。最低工賃につきましては３年に

１回調査をして、実態調査をして見直すかどうか検討しましょうということになっ

ておりまして、その３年に１回の年が令和５年度、今年度になっております。 

 いわゆる家内労働、内職といわれるものでございまして、その結果が（２）のと

ころにございまして、令和５年度の調査結果がここに書かれておりまして、前回は

令和２年度でしたけれども、令和５年度はどれくらいの方がおられるかということ

ですけど、内職を委託している事業者さん、会社さんが７ほどございます。そして、

家内労働者数が下の表にありますが、実際にいわゆる内職をしている方が 24 人と

いうことで、平成 14 年度から表示しておりますが、毎回、３年ごとに減ってきて

いるという状況がございます。（２）アのところに最低工賃の平均額というところ

で、そちらの方も調査項目になっておりまして、令和５年度の調査では単純平均が

109 円、加重平均では 113 円というふうに、こちらのほうは３年毎に少しずつ上がっ

てきているという状況でございます。 

 この調査結果を踏まえてどうするかというところなんですけれども、数は減って

きているものの、少なからず委託者、そして家内労働者の方もおられるということ
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と、現在の工賃は金額が上がっているのですが、委託者と家内労働者の中で適正に

工賃も上がってきているというところで、数がだいぶ減ってきているので廃止する

という考え方もあるんですが、まだおられるということで、引き続きこのまま現状

を維持したいということで、廃止も含めて、金額の改正も含めてこのままというこ

とで、諮問というところは見送りたいというふうに事務局としては考えているとこ

ろでございます。 

 こういった形で、委員の皆さんのご承認をいただきたいと考えております。 

●小田議長 

 はい、ありがとうございました。ではただいまの説明につきましてご質問あるい

はご意見がございましたらお出しいただければと思いますけれども、いかがでしょ

うか。労側委員さんもよろしいですか。はい。使側・公益の各委員さんもよろしい

でしょうか。 

 そうしましたら、ただいまご説明いただきました最低工賃の案件につきましては、

廃止の諮問をするということは見送るということで、事務局の説明を皆様にもご了

承いただいたということに、この場ではしたいと思います。それでよろしいでしょ

うか。 

 はい、ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと急いでいただいた関係

もあって、少しだけ時間がございますので、さっきのところで質問したかったんだ

けれどもということがあれば、ご質問、あるいは今日の全ての議題を通じて、ある

いはそれ以外のことでもかまいませんが、ございましたらお出しいただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

 はい、では藤本委員さん。 

●藤本委員 

 失礼します、藤本です。来年度、いわゆる 2024 年問題というのがいよいよ本番

になるということで、労働局事業の中でも非常に大きなテーマになってくるのでは

ないかなというふうに思っています。すでにそれぞれの業界とか関係企業さんのと

ころで相当な対応の準備をしていらっしゃると思うのですが、世間一般にいわれて

いるような、物流については運べる量が減ってくるんではないか、そういう混乱を

指摘するような話もありますし、それから、建設でいいますと、能登半島地震が起

こったことによりまして復旧工事、それから大阪関西万博もありますので、そこら

あたりが円滑に進むのかという話もあります。それから医師につきましても同様で、

人命にも関わることでもありますし、これは医者の方だけではなくて一般の方も相

当不安を持っていらっしゃるところではないかと思います。 

 基本的にはといいますか、方向としては労働者保護ということで全く異存はない

のですが、ただこれをどう円滑に実現していくかというのが大きなテーマになって

こようかなというふうに思うんですが、実際に始まるにあたって、労働行政の分野

でどういうふうなところに目を光らせておかないといけないというふうなことがあ

るのか。あと、今年度の推進状況の中で、各分野で説明会をしてらっしゃるという

ことがありましたが、説明会、あるいはそれ以外も含めまして、支援としてどうい

うふうなことをしていかれるのか。全体としてどういうふうにこれをソフトランデ

ィングさせていこうと考えていらっしゃるのかということをお聞かせいただければ

と思います。 

●岡本労働基準部長 
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 ご質問ありがとうございます。まさに最後の法改正なんですが、上限規制の適用

をどうするかというところで、なんで上限規制を適用したかといいますと、長時間

労働でもありますし、本当にエッセンシャルワークでなかなか労働時間の削減が厳

しいというところがございます。これをずっと説明会など取り組んできたところで

ございます。 

まずひとつは、事業主さんに法令のことは知っておいてもらわないといけないと

いうところで、そこはしっかりと説明会を開催させていただいた。しかもこれらの

業種はそれぞれ業種団体がしっかりしておりますので、関係団体を通じて管理され

ている事業場、ほぼほぼ管理していただいているので、法令周知についてはかなり

の部分できているのかなと。とはいうものの、漏れているところはありますので、

その部分については法令を知らなかったから守れなかったというふうにならないよ

うにしないといけないと考えております。 

 もうひとつは、エッセンシャルワークで事業主の努力だけではできない。まさに

藤本委員おっしゃるところでございまして、物流でいえばやはり荷主企業さんの協

力が絶対的に必要でございまして、これは業を所管しております国土交通省陸運支

局も業種の監督をしておりまして、最近でいいますと、われわれも労働者保護とい

うことで取り組んできたのですが、やっと２年くらい前から本気になってきたなと

いうふうに思っているところで、今回、法改正もでてきますし、トラックＧメンと

か作って、企業名公表であるとかかなり強力に取組を進めて、そこで、しっかりと

荷主企業さんにもプレッシャーをかけて協力をいただくというふうな態勢がとれて

きているのかなと。 

 その部分についてはわれわれ労働行政においても、通常の監督指導等で運送事業

場さんとか荷主企業さんの方にも監督指導等で訪問しますので、その際には長時間

の荷待ちとか、荷の積み下ろし作業についてはできるだけフォークリフトで積める

ようにするとか、そういったところはわれわれには強力な権限がないので、そこは

要請、お願いというベースでしっかりと荷主企業の方にお願いしているというとこ

ろで、これは継続して今後も続けていくというところでございます。 

 医師につきましては、これも業を所管しているのは厚生労働省なんですけれども、

基本的に医師につきましては、愛媛につきましては、ほぼほぼ今なんとかできてい

るのかなと思ってます。医師会さんとかそういったところの協力によりまして、法

改正の説明の方もそれなりに説明会にご参加いただいておりますし、そこは大丈夫

かなというふうに思っております。 

 建設関係でございますけれども、建設に関してもやはりどこが問題かというと、

工期の問題で、おっしゃっていた万博であるとかそういうところでございますけれ

ども、工期につきましても、公共工事、県であるとか国土交通省、これは業所管な

んで、そこの工事については、ほぼほぼ週休二日とかそういった後期の設定ができ

てます。ただ、公共工事で問題なのは市町で、レベルがちょっと小さい町とか村、

そういったところの公共工事のところについてはちょっとまだ不十分なところがあ

るのかなと。そこもしっかりと、これまでも十分な工期をとってくださいというこ

とでお願いをしています。一番の問題はやはり民間工事でございまして、これも国

土交通省さんと連携しながら、よく発注するのはホテル業界であるとか不動産業界

であるとか、そういったところにつきましてもそういう団体を通じて行っておりま

すし、あと個人は個人でお願いするしかないのかなと。 
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 で、すべて共通するのがエッセンシャルワーカーなんで、事業主さんともうひと

つは県民の皆さん一人ひとりの協力も必要ですよというところで、トラックでいえ

ば宅配の再配送をしないようにロッカーで受け取るとかコンビニで受け取るとか、

そういった対応をしていただくとか、建設工事についても自分のところの家を直す

時にも十分な工期を設定して修理をお願いするとか、そういったところの協力が必

要になってきます。お医者さんでいえば、これはちょっと微妙な問題でもあります

が、かかりつけ医とかをちゃんと見つけていただいて、ちょっとした熱で大きな病

院にいきなり行かないとかですね、そういった適正な受診にも心がけていただくと

いうようなところで、ぜひ県民の皆さんのご協力が必要なのかなと。 

 資料の令和６年行政運営方針の 17 ページのところに働き方改革会議ということ

で写真が出ていますが、実は共同宣言というのを、先ほど説明がございましたが、

この共同宣言は何かというと、まさにこの 2024 年問題をテーマにしたものでござ

いまして、オールえひめで商慣行と消費行動を見直しましょうというようなテーマ

で、県そして消費者団体、労働組合さん、金融機関さん、伊予銀行さんにも入って

いただいていますけれども、そういったところで共同宣言をさせていただいて、事

業場、県民がそれぞれ働きやすい職場環境を作れるように、商慣行であるとか消費

に対する意識や行動のを見直しましょうねというような共同宣言をさせていただい

たところでございまして、こういった、まずは労働環境を作らないといけないと思

いますので、そういった機運の醸成に向けて、法令遵守とともに、労働局としまし

てはそういう機運醸成を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 個別の具体的な課題につきましてはぜひ、またそういった問題があるところにつ

きましては、働き方改革センターであるとか、労働基準監督署の方で個別に丁寧に

支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

●小田議長 

 ありがとうございました。藤本委員さんよろしいですか。 

 時間が過ぎておりますので、質疑、審議は以上で終わりにしたいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 最後のお話、藤本委員のご質問と基準部長のお話を伺っておりますと、労働行政

の課題あるいは労働問題の解決のためには、必ずしも労働の分野に手をつけるとい

うよりも、問題が生じている背景に取り組むことが、労働問題の解決や、労働行政

の推進に役に立つということも少なくないということをおっしゃっていたものと思

います。 

時間もきていますので手短にしたいと思いますが、医療の問題、医師の残業時間

の上限制度の撤廃については、私も大学にいて医学部のドクターや関連の事務の方

とお話することがあるので、なかなかこれは一筋縄ではいかない問題だなというこ

とはよくわかった気がしているのですが、お医者さんの残業時間を規制すると、結

局、医療サービスの質や量の低下になりかねないわけですよね。この場にいらっし

ゃる皆さんもいろいろな民間の病院で週に 1回特定の曜日だけ来るドクター、非常

勤医師の存在をご覧になっていると思うんですが、ああいうところはけっこう大学

の医師を派遣しているというようなところがあります。しかし大学病院を本務先と

する非常勤医師の勤務時間も労働時間に積算する対象ものには結局入ってくるでし

ょうから、大学で労働時間、残業時間を規制して短くしようとすると、市中の病院

での診療活動はやめてくださいみたいな話になりかねないということで、非常に難
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しいところがあります。 

研修時間、自己研鑽の時間を労働時間に含めるかどうかという話もあって、これ

は厚労省の方で通達を出していただいたので、その方向で進むと思われます。それ

以外にもたぶん今年からだと思いますが、医学教育は医師法で何をどれくらい教え

なければいけないかというのが決められているわけなんですが、それに対応するも

のとして、医学教育のモデルコアカリキュラムというのがございます。そのコアカ

リキュラムの中に労働法教育が入ったんですね。それをどれくらいどのようにする

かはこれからの話かもしれませんが、これは非常に大きなことだというふうに私自

身は感じています。 

 一方で、医療職においては労働法教育を受けた経験がない方もいらっしゃるので、

そこでそのギャップが出てきたところでトラブルが生じるみたいなことも今後考え

られると思います。 

 それから、労働問題は労働問題だけの解決でなくて、周りの他の分野の解決が近

道だみたいな話でいうと、先ほどの国交省の所管事項に関わっているという部長の

お話もございましたが、公取などとの連携の話も事務局の説明の中にありましたね。

そういう場を極力広げていただきたいなと。私は最賃の委員を拝命していた時に、

けっこうそう感じることが多かったのですが、結局、最低賃金の問題は大企業と協

力企業、中小下請け企業の協力関係というか、契約条件の適正化。契約したとおり

にちゃんと下請けに代金が払われているかどうか、というようなところにけっこう

関わっているのではないかと。それをやってくれてないがゆえに、協力企業の労働

条件がなかなか引上げられない。最近だと日産の話、下請先に契約通りの支払いを

していなかった話がありましたが、あんなに長い間大々的にされているとはちょっ

と思っていなかったので、ある意味ショックだったんですけど、そういうところが

労働環境に関わっているということももあるかと思います。 

 それから、今日はまとまった話にはあまり、時間の関係で各論の話にあまり入れ

なかったんですが、16ページでしたか、新たな化学物質の話があったんですが、あ

れはＰＦＡＳのことですか。有機フッ素化合物とかのことなんでしょうか。 

●岡本労働基準部長 

 いえ、基本的には化学物質が数が多すぎて、３万とか４万ぐらいあって、今まで

は数が少なかったので一個一個規制かけていたのですが、多すぎてもう管理できな

いと。なので、製造メーカーさんのＳＤＳというものがあるので、それに基づいて

使用者の方が自分で管理してくださいねというようなふうにがらっと変わったとい

うような意味です。 

●小田議長 

 そういうことなんですか。まだまだ新しい問題が、見落としているところがある

のかなというふうに思いました。ＰＦＡＳの話はけっこう地下水とか土壌中にあっ

て、それが健康被害につながっているんじゃないかということで、アメリカとかＥ

Ｕではかなり規制があるんだけど、日本は非常に規制が緩いと。それは労働災害な

どにもつながりかねない話じゃないかなと思っています。 

 最後は私がいろいろなことに言及してちょっとまとまりがなくなりましたが、本

日は皆様から様々なご質問、あるいはご意見をいただきまして、どうもありがとう

ございました。まだ十分に議論を尽くしてないところがあるかと思いますが、社会

環境の変化の中で労働行政も対応していくべき事項がどんどん増えていって、それ
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に伴ってこの会議の場で説明いただく時間もどんどん長くなって、皆さんからご意

見をいただく時間が必ずしも十分にとれていないというところもお感じになってい

るところもあるかもしれませんが、情報を共有いただいて、それぞれの立場で問題

解決、課題解決にご協力をいただければというふうに思います。 

 なお、冒頭で事務局からもご案内がありましたが、この会は公開でございまして、

議事録も作成いたします。議事録作成の際に、委員の皆さんと事務局とのやりとり

もあろうかと思いますので、今日の審議の部分で質問したかったけれどもできなかっ

たというようなことがありましたら、そういうやりとりの機会もご利用いただけれ

ばというふうに思います。では、つたない進行で大変恐縮ですが、以上で本日の審

議を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 では事務局のほうからご案内、連絡事項がありましたら、お願いします。 

●園田雇用環境改善・均等推進監理官 

 最後に局長からご挨拶をさせていただきます。 

●小宮山労働局長 

 本日は令和５年度下半期の愛媛労働局の行政運営状況、令和６年度の愛媛労働局

行政運営方針案及び愛媛県タオル製造業最低工賃、この３点につきましてご審議い

ただきましてありがとうございます。 

 本日、皆様方からいただいた貴重なご意見、ご指摘につきましては、令和６年度

の今後の行政運営に反映して展開してまいりたいと考えております。 

 また、いただいたご意見、ご質問、ご要望の中には労働局の行政の所管を超えて

いるものもございますが、そういったものについても、厚生労働本省への情報提供

等、必要な措置は取らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は長時間にわたりまして、誠にありがとうございました。 

●園田雇用環境改善・均等推進監理官 

 小田会長、委員の皆様、本日は長時間のご審議ありがとうございました。以上を

もちまして、本日の審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

       （終了） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


